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2. 証監会、8.64 億元の買収案件を却下＝知的財産の訴訟

が原因か 

 

2013 年以来、中国企業による M&A 件数が激増し始めた。2015 年、

上場企業による M&A が審査に合格した件数が前年⽐ 70％増の 337 件で

あった。⼀⽅、証監会は、厳格な審査を徹底しており、知的財産の紛争で

案件を却下したケースが増えてきた。 

2016 年 6 ⽉ 17 ⽇、証監会は富春通信股フン有限公司が春秋時代（天

津）影業有限公司を買収する案件を却下した。理由は、「上場企業重⼤試

算重組管理弁法」第⼗⼀条 4 項の規定「重⼤資産の再編に係る資産所有

権が明⽩であり、資産譲渡もしくは移転に法的な⽀障が存在せず、関連す

る債権・債権の処置が合法でなくてはならない」に違反したという。 

2015 年 1 ⽉〜8 ⽉、春秋時代（天津）影業有限公司の主要収⼊は、北

京春秋時代⽂化有限公司と他社の共同出資で撮影した映画「戦狼」から貢

献されていた。2015 年 9 ⽉、元北京春秋時代⽂化有限公司董事⻑であっ

た呂建⺠（現在は春秋時代（天津）影業有限公司董事⻑である）は所有の

株権益を他⼈に譲渡した。そして 2016 年 1 ⽉、北京春秋時代⽂化有限

公司は、呂建⺠と春秋時代（天津）影業有限公司を起訴し、映画「戦狼」

による全収益と権利の返還を要求した。 

この度、富春通信股フン有限公司による買収⾦額が 8.64 億元に達した

という。 

 

 

【HFGコメント】 

知的財産は、企業の核⼼資産になる

場合が多いです。IPO を申請する企業

の知財状況は、証監会が審査する重点

の⼀つとして、IPO の認可を取得か否

かに影響します。本件の場合、当該企

業は、知財紛争を解決し IPO に再挑

戦しても、却下記録が残されたため、

楽観視ができないものになろう。 
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3. クアルコム、特許紛争に関しグローバル範囲で魅族を

起訴 
 

     V.S．     

 

⽶移動体通信技術⼤⼿のクアルコム（Qualcomm）社は、中国で多数

の携帯メーカとの特許紛争で注⽬を浴びた。2016 年 10 ⽉ 15 ⽇、同社

は、⽶国、ドイツ、フランスで中国の携帯メーカである魅族（MEIZU）

社による特許権侵害⾏為に対し起訴すると発表した。 

2016 年 6 ⽉ 23 ⽇、クアルコム社は、北京知的財産裁判所へ提訴し、

特許使⽤協議の締結及び特許使⽤料の⽀払いに遅滞する理由で魅族社に

対して、5.2 億元の経済損失賠償を要求した。そして 6 ⽉ 30 ⽇、同社は

北京知的財産裁判所と上海知的財産裁判所へ提訴し、魅族社による同社

の 3G、4G に関する特許の侵害⾏為に対し 1,700 万元の経済損失賠償を

要求した。 

魅族社は、クアルコム社による初回の提訴の直後に記者会⾒を召集し、

特許使⽤の条項及び基準に不透明な条項、及び公平・合理・⾮差別視の

原則に違反する許可義務が存在するため、特許使⽤料の⽀払いを延期し

ていると反発した。また、同社は、今回クアルコム社によるグローバル

範囲の起訴に対し、先⽅が要求する特許使⽤料は販売の三分の⼀を占め

る不合理的なものであると強調し、合理的な範囲であれば特許使⽤料を

払う意向を⽰した。 

実際、華為（HUAWEI）、中興（ZTE）、聨想（LENOVO）、VIVO など

携帯メーカは、既にクアルコム社と特許使⽤料に関する協議を締結して

おり、魅族と同格な価格で製品を販売している。業界筋から、魅族社の

声明は時間稼ぎ戦術ではないかと分析した。 

 

【HFGコメント】 

魅族社の特許体勢は、ほとんどが

中国国内に集中しており、かつ2015

年以降に出願したものが⾼い⽐率を

占めているため、不完備なものだと

思われます。当⾯、同社による海外

（欧州、アジアなど）での特許出願

は、なお少ない状況です。また、同

社により出願されたデジタルデータ

処理、電話通信、無線通信ネットワ

ークなどの特許価値は、業界平均⽔

準より遥かに低いものだと⾔われて

います。この背景の下、同社は本件

において和解で終了させる意向が⾒

込まれています。同社にとっては、

海外進出を⽬指すとしたら、海外で

の特許体勢を強化すべくものであろ

う。 
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4. 義烏市公安局、中国初のマイクロビジネスに関する模

造品事件を解決に 
 

 

2016 年 10 ⽉ 14 ⽇、浙江省義烏市の公安部⾨はあるブランドの靴下

の模造品事件を解決した。この事件は、義烏市初のマイクロビジネス

（SNS 上の販売⾏為）に関する模造品事件になる。 

2016 年 9 ⽉末、義烏市公安局は江蘇省江陰市にある企業からの模造品

に関する摘発を受理した。同企業は、ウェイチャット上で同社の靴下製

品である「恒温ストッキング」の模造品を⼤量に発⾒し、企業のイメー

ジ及び利益が損害されているという。 

この摘発に対して、義烏市公安局は、直ちに⽴案し捜査を始めた。1

週間後、義烏市福⽥街道紫⾦三区で該当の模造品⽣産⼯場と倉庫を特定

できた。そして、10 ⽉ 14 ⽇に取締⾏動を実施した結果、10 万元に値す

る模造品の靴下 2,780 パック、包装材 7 万件を没収し、犯罪容疑者 2 名

を逮捕した。 

 

【HFGコメント】 

マイクロビジネス（SNS 上の販売

⾏為）に関する模造品の販売⾏為は

よく⾒られていますが。その特徴は、

①SNS 上で商品の情報を公開し、②

⽀付宝などのオンライン決済ツール

で代⾦を回収し、③宅配便で出荷す

ることになっているが、販売情報、

販売⾦額、模造品倉庫の特定が困難

であるため、それに対する対策や打

撃⼿段においてなお突破⼝が⾒えな

い状況です。 

本件は、中国公安部⾨による初の

マイクロビジネスに関する模造品刑

事事件になります。本件の捜査にお

いて、ウェイチャット上で模造品⽣

産⼯場、倉庫を特定した点は、今ま

での難関を突破したものだと思われ

ます。 

5. ⻩⼭⼯商局、「古井」酒侵害品事件を解決 

 
 

【HFGコメント】 

不正⼯場で模造品を⽣産し、ある

倉庫や物流中継点で模造品を隠して

おり、遠隔から出荷指令を連絡する

⽅法は、模造品メーカの通常のやり

⽅になります。この⽅法は、模造品

の隠蔽に有利し、製造者が模造品の

暴露した場合に追跡されにくいもの

です。 これは中国における模造品メ
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2016 年 10 ⽉ 13 ⽇、⻩⼭市⼯商局は、摘発を受けて安徽省古井貢酒

有限公司により出願登録された商標を侵害した蒸留酒（中国語では「⽩

酒」という）計 800 瓶（販売額が 8 万元に相当する）を没収した。今年

以来、同局は知名のメーカと提携し、蒸留酒に関する知財権保護運動を

実施している。 

今回の⼿がかりは物流中継点で発⾒され、祁⾨に送られる貨物に隠さ

れた模様であった。⻩⼭市⼯商局は、出荷者に対し調査を⾏ったが、残

念ながら模造品の⽣産メーカを特定することができなかった。関係スタ

ッフは、既に本件を⽴案し、調査の進捗次第で次の⾏動を取るという。 

 

ーカの通常パタンになります。 

6．⼈気ゴリラは登録商標に＝シャバーニ 

     

2016 年初、⽇本名古屋東⼭動物園で⽣活しているイケメンゴリラのシ

ャバーニさんはクールな外観で⼈気を集めた。シャバーニさんニ⽬当て

のお客さんがたくさん訪れているため、東⼭動物園は、園内で「シャバ

ーニ」の周辺製品を販売し始めた。同園は 2016 年 3 ⽉に「SHABANI」、

「シャバーニ」の 2 件⽂字商標を出願し、近⽇に登録の認可を取得した。

東⼭動物園のスタッフによると、シャバーニさんの⾼⼈気により「シャ

バーニ」周辺製品の販売が順調しており、ある外国のお客さんが⼀回で

「シャバーニ」おやつを 15 件購⼊したという。 

【HFGコメント】 

イケメンゴリラのシャバーニさん

は、中国でも⼤変⼈気を集めている。

東⼭動物園にとっては、中国で

「SHABANI」、「シャバーニ」を出願

したら如何でしょうか。また、関連

の外観もしくはアニメ像も商標とし

て出願できます。イケメンは全世界

のイケメンですが、知財保護には国

境というボーダーがありますので、

価値の⾼い IP に対しては、万全な知

財保護体制を導⼊する必要がありま

しょう。 

HFG 法律事務所 

2016 年 10 ⽉ 31 ⽇ 
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弊所概況  

HFG は 2003 年以来、⾼度⼀体化された中国・外国籍専⾨家チームの共同経営する法律事務所として、世界
各産業のクライアントに⾼基準、⾼品質のサービス提供しております。HFG はクライアントのニーズを⼗分
理解したうえ、クライアントの最⼤商業利益を追求しています。現在、HFG は三つの組織で構成されており、
それぞれ恒峰法律事務所、恒⽅知識産権咨詢有限公司、及び上海衡⽅知識産権代理有限公司になります。
HFG は北京、上海の 2 本部体制でサービスを提供しております。 
 

HFG は⻑年で実務経験を積上げており、深く多様な知識に多⾔語で対応していることを⽬指しています。中
国の各省、直轄市、⾃治区等の司法、⾏政機関と効率のあるコミュニケーションを取っており、クライアン
トのために多⽅⾯、多⾓度から知的財産権業務を進んでおります。HFG は知的財産権に関する訴訟•⾮訴訟
案件、ビジネス及びコーポレートのリーガルサービス、ライセンス取得、特許技術の収益化など専⾨分野を
集約して、無形資産を重視するクライアントのためにワンストップソリューションを提供できます。HFG は
IT•通信、機械・設備、⽯油化学、ワイン•雑酒、ファッション、化粧品、⼩売•電⼦商取引、⾷品・医薬品
など様々な産業のクライアントにサービスを提供しております。 
 

HFG が代理した案件は、数年連続で中国公安部の「⼗⼤典型的案例」及び「五⼤経典的案例」、中国外商投
資企業協会優質ブランド保護委員会の「中国知的財産権案件ベスト 10」、複数の省の中級、⾼級⼈⺠法院
の「年度典型訴訟案件」に⼊選されました。HFG は⻑年の努⼒により数年連続で数多くのグローバルクライ
アントより当年度の「最優秀知的財産権サービス提供者」を受賞しました。2010 年以来、HFG は「Legal 500」
より数年連続上海地区で知的財産権業務「第⼀位」に⼊選しました。「知的財産権管理」からの推薦を得ま
した。チェンバース法律評価機構及び「世界商標評論 1000 強」からの評価を得ています。 
 

 

本号について、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく以下にてお問い合わせください。 
Tel：+86 21 5213 5500 
Fax：*86 21 5213 0895 
Mail：hding@hfgip.com、lli@hfgip.com、Hfg_china@hfgip.com 
_______________________________________________________________________________________________ 

◆  当資料は情報提供のみを⽬的として作成されたものであり、何らかの⾏動を勧誘するものではありません。 
◆  ご利⽤に関して全て御⾃⾝でご判断くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 
◆  当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当所はその正確性を保証するものではありません。 
◆  当資料の内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。 
◆  当資料は著作物であり、著作権により保護されております。全⽂⼜は⼀部を転載する場合は出所を明記してください。 


